


３．基本理念
　性別や年齢、障がいの有無にかかわらず、誰もが住み慣れた家庭や地域で、お互いに尊重し、思いやる気
持ちを持って暮らしていくためには、地域住民や関係団体、行政がともに助け合い・支え合うことで自治公
民館を軸とした地域の絆を育み、誰もがいきいきと安心して暮らすことができるまちをめざします。

４．施策の体系
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（１）情報提供の充実

（２）相談支援体制の充実

（３）サービス利用者の権利擁護

（４）生活困窮者の自立支援

（１）こころのバリアフリーの推進

（２）人に優しい環境づくり

（３）ボランティア活動の推進

（４）自殺予防の相談・支援体制の充実

（１）地域ネットワークの充実

（２）安全・安心を支える体制づくり

（３）安心して暮らせるための支援の充実

（４）福祉サービスの質の向上

（１）交流・ふれあいの場の充実

（２）地域での見守り体制の強化
　　　（災害時の備えや孤立防止）

（１）高齢者、障がいのある人、子育て世帯の地
　　　域生活に向けたネットワークづくりの充実

（２）地域包括ケアシステムの深化・推進に向け
　　　たネットワークづくりの充実

地域の福祉サービスを
利用しやすい仕組みを
つくろう

1

町民の参加で地域福祉
を促進する仕組みを
つくろう

2

安心して利用できる
質の高い福祉サービスを
つくろう

3

お互いを思いやり支え
合う地域をつくろう4

みんなで暮らせるまちを
つくろう5

基本・理念 基本目標 重点施策
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基本目標５　みんなで暮らせるまちをつくろう

重点施策（１）
高齢者、障がいのある人、子育て世帯の地域生活に向けたネットワークづくりの充実

●児童館及び児童クラブ等と連携し、ボランティア活動の機会や子育て
　しやすい環境づくりに努めます。
●民生委員児童委員協議会と学校との連携を強化します。
●赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金活動による助成活動を推進します。
●高年者クラブや身体障害者福祉会等への活動支援を通じて、交流活動
　を推進します。

●あいさつなどから顔見知りの関係をつくり、高齢者や障がいのある人
　をはじめ、住民同士が交流できる機会をつくり、お互いの理解を深め
　ましょう。
●ひとり暮らし高齢者などが地域で孤立しないよう、普段から近所付き
　合いをし、困ったことを気軽に話し合えるような関係づくりや、近況
　を把握する機会を作りましょう。

●高齢者が住み慣れた地域や家庭で安心して生活を送ることができるよ
　う、地域交流活動や支え合い活動と連携し、社会参加や生きがいづく
　り、日常生活の見守り支援等の充実を図ります。
●障がいのある人が、地域や家庭で安心して生活を送ることができるよ
　う、ボランティア活動やＮＰＯ活動と連携し、地域ぐるみで重層的な
　サービス提供体制の構築を図ります。
●子育てをみんなで支え、すべての子どもが健やかに成長できるまちづく
　りをめざし、相談機能等や各種子育て支援事業の充実を図り、地域や
　関係機関・団体等と、子どもを生み育てやすい環境づくりに取り組みます。

町が取り組むこと

町社協が取り組むこと

綾町の皆さんに
取り組んでほしい

こと

重点施策（２）
地域包括ケアシステムの深化・推進に向けたネットワークづくりの充実

●地域包括ケアシステムの中枢となる「地域ケア会議」に参画し、医療・
　介護・福祉の関係機関とのネットワークの形成・課題共有を図ります。
●民生委員児童委員協議会と協働して地域課題を抽出し、地域でできる
　解決に向けた取り組みを支援します。

●地域で、子どもから高齢者までの見守りについて話し合いましょう。

●より積極的な情報交換や情報提供の充実を図り、活動が円滑に行われ
　るよう支援します。
●自治公民館や高年者クラブ、自治公民館女性連絡協議会等地域活動団
　体とボランティア・NPO、保健・医療・福祉関係事業者、関係機関等
　様々な活動主体が互いに連携・協働して、適切な情報提供を行います。
●高齢者を地域全体で支える取り組みを進めます。
●生活支援コーディネーターを配置し、住民主体の生活支援サービスが
　立ち上がるように支援するとともに、地域の在宅医療・介護、連携体
　制の仕組みづくりに取り組みます。

町が取り組むこと

町社協が取り組むこと

綾町の皆さんに
取り組んでほしい

こと



５．施策の具体的な展開

基本目標１　地域の福祉サービスを利用しやすい仕組みをつくろう
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重点施策（１）  情報提供の充実

●自治公民館長、民生委員児童委員等による情報交換会や研修を通して、
　地域の福祉情報を共有します。
●広報紙や回覧板、ホームページ、SNSなどの多様な手段を活用して、
　制度の周知・情報提供を行います。

●広報紙や回覧板に家族みんなで目を通し、情報共有しましょう。
●地域の情報に関心を持ちましょう。
●自治公民館に加入し、地域の活動に参加しましょう。

●福祉サービスに関する制度や施設、事業者について広報紙やホーム
　ページで情報提供をします。
●利用できるサービスの内容の説明を行う機会を設けます。
●相談窓口対応を充実させ、周知します。
●利用しやすいホームページ、見やすいパンフレットを作成します。
●高齢者や障がいのある人、またその家族へ適切な情報提供をします。
●SNSやインターネット等の利用・操作方法の情報提供をします。

町が取り組むこと

町社協が取り組むこと

綾町の皆さんに
取り組んでほしい

こと

重点施策（２）  相談支援体制の充実

●日頃から町民と信頼関係を築き、相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、
　訪問による相談の充実を図ります。
●地域包括支援センターと連携して、広報紙やホームページで普及啓発
　に取り組みます。
●町や民生委員児童委員等関係団体と連携し、相談業務の充実を図ります。

●身近な人と日頃から相談し合える関係性
　をつくりましょう。
●困っているときは一人で悩まず、地域や関係機関に相談しましょう。

●地域の相談支援を担う人材への研修を行います。
●民生委員・児童委員等による相談事業を周知し、支援します。
●子育て支援センターにおいて多様な年齢の人との交流を図ることで、
　保護者の子育て不安を解消します。
●高齢者の相談支援を充実させるため、地域包括支援センターの機能向
　上を図ります。
●障がいのある人への相談支援の充実を図ります。
●どこでどんな相談ができるのかをわかりやすく情報提供します。
●保健師等の専門職による定期的な訪問活動を充実し、サポート体制を
　強化します。

町が取り組むこと

町社協が取り組むこと

綾町の皆さんに
取り組んでほしい

こと



4

重点施策（３）  サービス利用者の権利擁護

●町や中核機関等関係機関と連携し、成年後見制度の利用促進を図ります。
●中核機関関係機関との連携を強化し、日常生活自立支援事業を充実します。
●社協だよりやホームページで制度の周知や啓発を図ります。

●虐待と思われるようなことに気づいたら、行政や民生委員児童委員等に
　相談しましょう。
●高齢者や障がいのある人の権利擁護について、研修会等に積極的に参加
　し、成年後見制度や日常生活自立支援事業について理解を深めましょう。
●虐待を発見した場合には、速やかに適切な専門機関に通報しましょう。

●成年後見制度や日常生活自立支援事業について、多様な広報媒体を活用
　し周知啓発に努め、利用促進します。
●個人情報の取り扱いを啓発します。
●虐待に関する相談窓口の周知を図ります。
●施設・事業者、保健・医療関係機関、教育関係機関、警察、法律関係者、
　民間団体等と連携し、虐待防止体制の充実を図ります。
●研修会により施設・事業者職員等の資質向上や人権意識の高揚を図ります。
●利用者からの苦情があった場合には、行政として適切に対応します。
●事業者に対して、苦情解決制度の徹底に努めます。

町が取り組むこと

町社協が取り組むこと

綾町の皆さんに
取り組んでほしい

こと

重点施策（４）  生活困窮者の自立支援

●地域で生活に困っている人を把握し、自立を支援しましょう。
●地域住民の中で何か気づきがあれば、身近な民生委員児童委員、町社協、
　町に情報を提供しましょう。

●そのままでは生活保護受給者になりかねない人の自立支援策の強化を
　図るため、県と連携しながら生活困窮者支援に関する体制づくりに取
　り組みます。

町が取り組むこと

町社協が取り組むこと

綾町の皆さんに
取り組んでほしい

こと

●みやざき安心セーフティネット事業参加法人と連携し、必要に応じて
　本人（家族）の住まいを訪問し状況を把握し、利用可能な制度や社会
　資源につなぎます。
●生活困窮にいたるリスクの高い人の把握に努め、民生委員児童委員、
　県中央福祉こどもセンターなどとの連携により、安心して相談できる
　体制をつくります。
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基本目標２　町民の参加で地域福祉を促進する仕組みをつくろう

重点施策（１）  こころのバリアフリーの推進

●福祉機器の貸出や講師の派遣を行うなど、小中学校・地域・社会福祉
　協議会が協働して、福祉教育の啓発・推進を行います。

●福祉イベントや講演会等に積極的に参加しましょう。
●障がいや障がいのある人についての理解を深めましょう。
●親は子どもと積極的に地域とふれあう活動に参加し、子どもが地域福
　祉への理解が深まるよう努めましょう。

●福祉イベントや講演会等を実施し、福祉意識の啓発を図ります。
●ボランティア活動や福祉活動ＰＲし、地域福祉活動の大切さを広報・
　啓発します。
●人権教育や心の教育を推進し、いじめ防止や生きる力、心の豊かさを
　育てる教育を充実します。
●広報紙等により、障がいや障がいのある人について理解の促進を図り
　ます。

町が取り組むこと

町社協が取り組むこと

綾町の皆さんに
取り組んでほしい

こと

重点施策（２）  人に優しい環境づくり

●支援が必要な高齢者や障がいのある人の外出や集いの場のニーズに対
　して、町と連携して解決に向けて取り組みます。

●地域の人や自身が移動の手段へ不便を感じるようになったとき、困り
　ごとを抱え込まずに隣近所や地域で話し合い、民生委員児童委員等を
　通して町や町社協につなぐように努めましょう。

●「外出支援バス」等、交通手段の確保・充実を図ります。 
●障がいのある人の雇用の場の確保・拡充に努めます。
●公共施設のスロープ設置、段差の解消等バリアフリー化を図り、誰も
　が利用しやすい施設整備に努めます。
●道路等のバリアフリー化を図り、誰もが移動しやすい環境づくりに取
　り組みます。
●公共施設の障がい者用トイレやベビーベッドの設置に取り組みます。
●歩道の整備や防犯灯の設置等、安全な道路環境づくりに努めます。

町が取り組むこと

町社協が取り組むこと

綾町の皆さんに
取り組んでほしい

こと

高齢者疑似体験（綾小学校） 車椅子体験（綾小学校）
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重点施策（３）  ボランティア活動の推進

●社会福祉大会等を活用してボランティア活動を周知啓発し、ボラン
　ティア活動の人材登録の拡大を図ります。
●ボランティア活動に関する相談窓口を充実させ、ボランティア活動の
　実践を支援します。
●みやざきボランティア体験月間、県下一斉ボランティアの日（清掃
　活動）を開催します。

●積極的に、興味関心のあるボランティア活動に参加しましょう。
●趣味や今までの経験を活かしてボランティア登録しましょう。

●ボランティア活動の周知・啓発を図ります。
●ボランティア団体の活動を支援します。
●ボランティアに対する町民の理解・認識を深め、参加意識を醸成します。
●研修へ講師を派遣するなど、ボランティア育成のための支援を行います。
●綾町ボランティアセンターとの連携を図ります。

町が取り組むこと

町社協が取り組むこと

綾町の皆さんに
取り組んでほしい

こと

重点施策（４）  自殺予防の相談・支援体制の充実

●心のケアに関する勉強会や講演会等に積極的に参加しましょう。
●地域住民の中で何か気づきがあれば、身近な民生委員児童委員、町社
　協、町に情報の提供をしましょう

●状態が深刻化する前の早期発見のための地域づくりに努めます。
●町民、町社協、関係協機関と連携し、自殺対策を一体的に実施・推進し
　ます。
●支援機関と連携しながら、遺族等に対し相談窓口や勉強会、講演会等の
　情報提供に努めます。
●自殺未遂者等のハイリスク者の支援については、県、医療機関等と連携
　のもと、適切な介入を行い心のケアをします。
●うつやアルコール依存症等の知識の普及・啓発します。
●誰もが相談しやすい体制づくりに努め、関係機関や団体等と相談窓口の
　充実に努めます。
●各課、関係機関と多重債務・経済問題、不登校・引きこもり、高齢者の
　介護等についての相談・支援を行います。
●広報紙、ホームページ等で、自殺予防に関する情報を誰もがわかりやす
　いように提供します。
●自殺や精神疾患に対する偏見を取り除くため、民生委員児童委員、高年者
　クラブ役員、健康づくり推進員等を通じて正しい知識の普及を図ります。

町が取り組むこと

町社協が取り組むこと

綾町の皆さんに
取り組んでほしい

こと

●誰もが立ち寄れる居場所づくりや複合的課題に対応するネットワークづ
　くりをします。
●県及び町と連携・協働して、相談窓口の広報・周知に努めます。
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基本目標３　安心して利用できる質の高い福祉サービスをつくろう

重点施策（１）  こころのバリアフリーの推進

●地域住民が抱える福祉ニーズに対し、公的・非公的サービス、関係団
　体等との調整を行います。
●民生委員・児童委員協議会、サロン等に深く関わりながら、地域住民
　と共に地域を良くする仕組みを考えます。
●地域福祉コーディネーター活動の推進、養成を図り、地域住民主体の
　活動の支援や関係団体と連携を強化します。

●地域の福祉課題を把握し、身近に話し合える場を設けましょう。
●地域の会合の場などを活用し、幅広く地域の福祉課題を話し合う場
　（地域ケア会議※）等に積極的に参加しましょう。

●多職種が参加する支援検討のための会議への参加を広く町民に呼びか
　け、住民ニーズに対して社会資源を有効活用しながら支援の質を高めて
　いくことや、制度の狭間で取り残される人がいないよう取り組みます。
●見守り活動のネットワークの構築・強化に向けて関係団体を支援します。
●自治公民館長、民生委員児童委員等との連携を支援します。 
●連携強化のため、行政と関係団体、地域の代表者が話し合う場を設け
　ます。
●行政における関連部署間の情報交換、連携を強化します。
●地域の高齢者福祉及び介護保険事業、障がい福祉サービス提供者間の
　情報交換や連携強化を図ります。
●乳幼児や児童・生徒についての虐待防止ネットワークの運営・充実を
　図り、児童虐待の早期発見・早期対策に取り組みます。
●地域の子育て支援関係機関において、情報交換や連携強化を図ります。

町が取り組むこと

町社協が取り組むこと

綾町の皆さんに
取り組んでほしい

こと

※地域ケア会議…多職種の専門職（社会福祉士、作業療法士、理学療法士、管理栄養士、薬剤師等）の協働の元で、
　　　　　　　　高齢者個人に対する支援の充実やそれを支える社会基盤の整備を同時に進めていく、地域包括ケア
　　　　　　　　システムの実現に向けた手法として市町村や地域包括支援センターが開催する会議体のこと。

出典：綾町広報誌
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重点施策（２）  安全・安心を支える体制づくり

●地域の高齢者等に対して、ふれあいいきいきサロンである「お達者ク
　ラブ」や研修会等を通じて防災・減災活動の啓発を図るとともに、訓練
　や講座への積極的な参加を促進します。
●地域での見守り活動の重要性を周知し、安心カード地域見守り事業を
　促進します。

●防災学習等に参加し、防災意識の向上を図りましょう。
●災害や地域での犯罪に関する緊急情報を迅速に地域に知らせられる体
　制づくりに努め、避難場所等に関する情報を提供しましょう。
●子どもの登下校時の声かけや見守り活動など、防犯体制の充実を図り
　ましょう。

●避難行動要支援者の把握及び支援体制構築について、関係課・部署と
　連携し、災害発生時を想定した防災訓練の実施、実際の災害発生時に
　迅速な対応が行えるよう的確な情報の発信に努めます。
●防犯協会や安全なまちづくり推進協議会、警察署等の関係機関、自治
　公民館、町民が相互に連携・協働し、情報の交換を密に行い、町ぐる
　みで地域の安全確保を図ります。
●「子ども110番・おたすけハウス」（宮崎県子どもの安全を守る連絡会）
　の周知を図り、地域ぐるみで子どもの安全を守る機運の醸成に努めます。
●見守りネットワーク活動の構築・強化に向けて関係団体を支援します。
●町民の防犯意識を高めるため、広報活動や講座を開催するなど、各種
　啓発活動を充実します。
●防犯ボランティア等による登下校時の見守り活動を充実します。

町が取り組むこと

町社協が取り組むこと

綾町の皆さんに
取り組んでほしい

こと

重点施策（３）  安心して暮らせるための支援の充実

●障がい者、高齢者、児童に対する虐待についての知識の普及を図り、
　民生委員児童委員及び関係機関等と連携して、虐待を防止するための
　啓発を行います。

●成年後見制度の内容を理解しましょう。
●虐待の早期発見・早期対応のため、児童相談所や町への通告義務があ
　ることを周知しましょう。
●地域の人と連携し、高齢者、障がいのある人及び児童の虐待防止に努
　めましょう。
●児童虐待通報ダイヤル「１８９（いちはやく）」を周知しましょう。

●「成年後見制度利用促進計画」を策定し、総合的・計画的に施策の推進
　に努めます。
●地域包括支援センター、健康センターや民生委員・児童委員などと連
　携し、高齢者、障がい者及び児童の虐待防止に努め、相談窓口を周知
　し、虐待防止の推進に努めます。
●広報誌で虐待防止に関する啓発を行います。

町が取り組むこと

町社協が取り組むこと

綾町の皆さんに
取り組んでほしい

こと
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重点施策（４）  福祉サービスの質の向上

●誰もが安心して住み慣れた地域で生活を継続できるよう、安心と信頼
　のできる在宅福祉サービスの相談・提供やニーズの把握に努めます。
●「お達者クラブ」や「みんなの楽校リアン」を利用して、高齢者等がいつ
　までも住み慣れた地域で元気に暮らせるよう、閉じこもりがちを防止
　し、地域交流の場を提供します。
●訪問型サービスＡ事業により、高齢者が自宅で安心して生活を送るこ
　とができるよう、生活面に困難を抱える要支援１・２事業対象者の高齢
　者に、一人ひとりの状態に応じた生活援助サービスの提供に努めます。
●県・県社会福祉協議会などと連携し、職員の資質向上のための研修会
　への積極的な参加を図ります。

●介護・福祉サービスについて自分ひとりで抱え込むのではなく、町、
　地域包括支援センター、町社協、民生委員・児童委員等に相談しま
　しょう。

●福祉サービス事業者に対し、情報提供の
　充実を図ります。
●福祉サービスに対する町民のニーズの把
　握に努めます。
●アンケート等の実施により、必要な支援に関する実態把握を行います。
●事業者に対し、福祉サービスの質の向上の必要性や取り組み等につい
　て啓発します。

町が取り組むこと

町社協が取り組むこと

綾町の皆さんに
取り組んでほしい

こと

重点施策（１）  交流・ふれあいの場の充実

●「お達者クラブ」及び「みんなの楽校リアン」等、誰もが気軽に集ま
　れる場の活動を積極的に推進します。
●身体機能及び生活機能に低下の見られる高齢者に対し、専門職による
　生活機能の改善、自立支援を促す介護予防普及啓発事業「ミラクルジ
　ムＣ」の活動を推進します。
●サロン、ボランティアスタッフの増強に努めます。

●日頃から会話やコミュニケーションの機会を持つよう心がけましょう。
●地区内清掃などの大勢が参加できる活動を定期的に実施する等、地域
　住民のつながりづくりに努めましょう。

●自治公民館活動の支援を行います。 
●地域活動に関する情報提供を充実し、地域活動への支援を充実します。
●誰もが気軽に集まれるサロン等、身近な居場所づくりに努めます。
●子育て中の保護者同士が気軽に集まれる場所を提供します。
●各種広報媒体を活用して、福祉イベントや講座の情報を提供し、積極
　的な参加を呼びかけます。
●高齢者や障がいのある人、その家族が気軽に集い交流できる場や機会
　を充実します。

町が取り組むこと

町社協が取り組むこと

綾町の皆さんに
取り組んでほしい

こと

基本目標４　お互いを思いやり支え合う地域をつくろう

民生委員
児童委員
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重点施策（２）  地域での見守り体制の強化（災害時の備えや孤立防止）

●大規模な災害が起きた時、迅速に災害ボランティアセンターを設置で
　きるように、日頃からボランティアの育成や体制づくりを推進します。
●災害ボランティアセンター設置運営訓練の実施や他市町村社会福祉協
　議会、町商工会等と連携し、ネットワーク強化を図ります。

●災害時にすぐに避難できるよう、防災用具・避難場所・避難経路を確認
　しましょう。
●防災行政無線やテレビ、ラジオ、ホームページ、SNS等で防災に関する
　情報を利用しましょう。
●災害時の避難の際、隣近所で声をかけ合いましょう。
●緊急連絡網を作成し、災害時や緊急時に助け合える体制をつくりましょう。
●子どもやひとり暮らしの高齢者、障がいのある人等、地域の要支援者
　についてのいざという時の協力体制づくりに努めましょう。

●災害時要支援者を把握し、緊急時の連絡体制を整えます。
●防災マップや避難所運営マニュアルを作成し、避難体制を整備します。
●避難経路や避難方法、福祉避難所について周知します。
●防災行政無線等を活用した災害時や緊急時の情報提供を充実します。
●災害時の行動に関する防災知識の普及を図り、各種防災訓練や防災出
　前講座を通して防災意識の啓発に努めます。
●自治公民館を中心に自主防災組織を強化します。
●消防団と連携した災害ボランティアの育成と町社協との連携・協働体
　制を構築します。

町が取り組むこと

町社協が取り組むこと

綾町の皆さんに
取り組んでほしい

こと



３．基本理念
　性別や年齢、障がいの有無にかかわらず、誰もが住み慣れた家庭や地域で、お互いに尊重し、思いやる気
持ちを持って暮らしていくためには、地域住民や関係団体、行政がともに助け合い・支え合うことで自治公
民館を軸とした地域の絆を育み、誰もがいきいきと安心して暮らすことができるまちをめざします。

４．施策の体系

2

助け合い支え合う  絆のまち  綾

助
け
合
い
支
え
合
う  

絆
の
ま
ち  

綾

（１）情報提供の充実

（２）相談支援体制の充実

（３）サービス利用者の権利擁護

（４）生活困窮者の自立支援

（１）こころのバリアフリーの推進

（２）人に優しい環境づくり

（３）ボランティア活動の推進

（４）自殺予防の相談・支援体制の充実

（１）地域ネットワークの充実

（２）安全・安心を支える体制づくり

（３）安心して暮らせるための支援の充実

（４）福祉サービスの質の向上

（１）交流・ふれあいの場の充実

（２）地域での見守り体制の強化
　　　（災害時の備えや孤立防止）

（１）高齢者、障がいのある人、子育て世帯の地
　　　域生活に向けたネットワークづくりの充実

（２）地域包括ケアシステムの深化・推進に向け
　　　たネットワークづくりの充実

地域の福祉サービスを
利用しやすい仕組みを
つくろう

1

町民の参加で地域福祉
を促進する仕組みを
つくろう

2

安心して利用できる
質の高い福祉サービスを
つくろう

3

お互いを思いやり支え
合う地域をつくろう4

みんなで暮らせるまちを
つくろう5

基本・理念 基本目標 重点施策

11

基本目標５　みんなで暮らせるまちをつくろう

重点施策（１）
高齢者、障がいのある人、子育て世帯の地域生活に向けたネットワークづくりの充実

●児童館及び児童クラブ等と連携し、ボランティア活動の機会や子育て
　しやすい環境づくりに努めます。
●民生委員児童委員協議会と学校との連携を強化します。
●赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金活動による助成活動を推進します。
●高年者クラブや身体障害者福祉会等への活動支援を通じて、交流活動
　を推進します。

●あいさつなどから顔見知りの関係をつくり、高齢者や障がいのある人
　をはじめ、住民同士が交流できる機会をつくり、お互いの理解を深め
　ましょう。
●ひとり暮らし高齢者などが地域で孤立しないよう、普段から近所付き
　合いをし、困ったことを気軽に話し合えるような関係づくりや、近況
　を把握する機会を作りましょう。

●高齢者が住み慣れた地域や家庭で安心して生活を送ることができるよ
　う、地域交流活動や支え合い活動と連携し、社会参加や生きがいづく
　り、日常生活の見守り支援等の充実を図ります。
●障がいのある人が、地域や家庭で安心して生活を送ることができるよ
　う、ボランティア活動やＮＰＯ活動と連携し、地域ぐるみで重層的な
　サービス提供体制の構築を図ります。
●子育てをみんなで支え、すべての子どもが健やかに成長できるまちづく
　りをめざし、相談機能等や各種子育て支援事業の充実を図り、地域や
　関係機関・団体等と、子どもを生み育てやすい環境づくりに取り組みます。

町が取り組むこと

町社協が取り組むこと

綾町の皆さんに
取り組んでほしい

こと

重点施策（２）
地域包括ケアシステムの深化・推進に向けたネットワークづくりの充実

●地域包括ケアシステムの中枢となる「地域ケア会議」に参画し、医療・
　介護・福祉の関係機関とのネットワークの形成・課題共有を図ります。
●民生委員児童委員協議会と協働して地域課題を抽出し、地域でできる
　解決に向けた取り組みを支援します。

●地域で、子どもから高齢者までの見守りについて話し合いましょう。

●より積極的な情報交換や情報提供の充実を図り、活動が円滑に行われ
　るよう支援します。
●自治公民館や高年者クラブ、自治公民館女性連絡協議会等地域活動団
　体とボランティア・NPO、保健・医療・福祉関係事業者、関係機関等
　様々な活動主体が互いに連携・協働して、適切な情報提供を行います。
●高齢者を地域全体で支える取り組みを進めます。
●生活支援コーディネーターを配置し、住民主体の生活支援サービスが
　立ち上がるように支援するとともに、地域の在宅医療・介護、連携体
　制の仕組みづくりに取り組みます。

町が取り組むこと

町社協が取り組むこと

綾町の皆さんに
取り組んでほしい

こと






